
電話相談・面談 10:00～15:00
面談予約・問合せ 011-221-0110
北海道立消費生活センター

札幌市中央区北３条西７丁目北海道庁別館西棟２Ｆ

※面談での相談をご希望

の方は、事前予約が必要

となります。詳しくは

裏面をご覧ください。

※面談時間は先着順で

調整させて頂きます。

賃貸住宅やリフォーム、住宅の修繕に関するトラブルについて、

北海道立消費生活センターの相談員と札幌弁護士会の弁護士が一緒にお話を伺います。

当日のみ 特設電話
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